
台湾に高崎の農産物や加工品・ものづくりの
魅力を発信しました

高 崎産の農産物などをPR するイベント「高崎祭り」を、4月
10日～12日に台湾の台南市で開催しました。同イベント

は、本市が誇る農産物や農産加工品などの販路拡大とブランド力
の向上を目的としたもので、今回が2回目の実施です。
高崎産の農産物や農産加工品などをPR
　会場では、ジャンボ梨をはじめとする農産物や農産加工品の販
売が行われた他、高崎で採れた野菜の天ぷらや高崎グルメの試食
会、職人による高崎だるまの絵付けや和菓子の練り切り実演など
も行われました。また、台湾のお茶と高崎の梅シロップなどを合
わせたオリジナルドリンクも好評で、会場は連日多くの来場者で
にぎわいました。
オープニングイベントとレセプションを開催
10 日にはオープニングイベントとレセプションが開催されま
した。富岡賢治市長は「本市の食と文化を台南市の皆さんに楽し
んでいただきたい」とあいさつし、台南市の黄

コウイテツ

偉哲市長は「台南
市で2回目の高崎祭りが開催されたことにとても感謝していま
す」と歓迎の言葉を述べました。また、台南市の市旗をデザインし
たオリジナルだるまの贈呈や高崎第九合唱団による合唱を披露
するなど、両市の友好を深めました。

高崎祭りin台湾

市 内企業の海外販路の開拓やビジネス機会の創出支
援を行う 「高崎ものづくり海外フェア」 。 今年度

は、4月9日・10日に台湾で開催しました。同時開催の 「高
崎祭り」のレセプション会場には、精密機械や板金加工、ロ
ケット部品などのものづくり企業7社が出展。現地のもの
づくり企業などに対し、技術や製品を紹介しました。
　また、T

タ イ ト ラ

AITRA（中華民国対外貿易発展協会）での台湾
経済に関するセミナーの開催や現地企業の訪問などを行
い、意見交換や商談を行いました。

高崎ものづくり海外フェア

祭りの様子を動画でご覧いただけます▶

来場者との商談来場者との商談

TAITRAセミナーの様子TAITRAセミナーの様子

問/農林課 ☎027-321-1261

問/産業政策課 ☎027-321-1255

住環境改善助成事業の対象と
なる工事は、市内の業者が

施工する住宅本体の改修・修繕・
模様替えなどです。今年度から、
助成の対象を拡充し、20万円未
満の工事と、エアコンの設置工事
も対象になりました。助成を受け
るには、施工前に申請が 2回必
要です。
事前申請（対象者の条件を審査）
　1回目の申請（事前申請）は、
7月1日～8月31日に行ってくだ
さい。申請書は、市役所9階同課
か各支所建設課（倉渕支所は農林
建設課）で配布。市ホームページ
からダウンロードもできます。工
事の発注者本人が手続きをしてく
ださい。審査後、対象となった人
に「証明書」を送ります。申請書の
提出方法は、次のとおりです。
窓口 直接、申請書の配布場所へ
郵送 申請書に本人確認のできる

自宅の改修や修繕などに最大20万円を助成する「住環境改善助成事業」を
実施します。工事を行う時は市内の業者を利用してください。
問い合わせは、建築住宅課（☎027-321-1266）へ。

エアコン設置や少額の工事も助成対象に

住宅の改修に最大住宅の改修に最大 2020 万円を助成万円を助成住宅の改修に最大 20万円を助成

毎日の家事が快適になりました
　助成を利用してキッチンを改修しました。最初は改修するのは面倒
だなと思っていましたが、毎日使用するものなので気持ちよく使えた
方がいいと考え、決断しました。収納がしやすくなったり、換気扇が
自動で動くようになったりして、本当に使いやすくなり驚き
ました。助成の対象が幅広く、申請の手続きもスムーズで、
改修の後押しになりました。

物の写しを添えて、〒370‐8501
高崎市役所 建築住宅課へ　イン
ターネット 市ホームページにあ
る申込フォームから申請
本申請（工事内容を審査）
　証明書が届いたら、2回目の申
請（本申請）を 11月 30 日までに
行ってください。審査後「交付決
定通知」を送ります。必ず通知を
受けた後に着工してください。
申請条件と助成額
対象者 市内に住宅を所有し、そ
こに住んでいる本人か同一世帯の
人で、次の全てに当てはまる人①
前年の合計所得金額が400万円を
超える人が世帯にいない②市税の
滞納がない③過去にこの助成を受
けていない   対象の住宅 対象者
が住んでいる一般住宅（マンショ
ンなどの集合住宅は個人専有部
分）   助成額 工事経費の 30%（上
限 20万円）

市ホームページ▶ 

7/1㈬から
受付開始

市が交付決定通知を発送

■申請の手順

事前申請 7月1日㈬～8月31日㈪

本申請
証明書到着後、11月30日㈪まで

工事完了後、実績報告書
を提出
来年2月26日㈮まで

市が対象者に証明書を発送

助成金の振り込み

工事の着手（市内の業者のみ）

予算額に達した場合は
受け付けできません

本人
のみ

代理人
可

代理人
可

〇対象となる工事例
●外壁や屋根の塗装などの外
装工事　●浴室やキッチン、ト
イレなどの水回りの改修工事
●エアコンの設置または更新
工事　●壁紙の張り替えなど
の内装工事　●障子やふすま
などの建具や畳の取り換え

×対象とならない工事例

×●別棟の車庫や物置などの工事　●門扉やブロック塀など
の外構工事　●給湯器や便器
などの製品単体の購入　●防
虫や消毒、ハウスクリーニング

利用者の声

改修前改修前

改修後改修後

動画でもご覧いただけます▶ 
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